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、
ロ
ラ
ン
ス
・
ル
チ
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ル
ミ
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ren

ce
 
L
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U
R
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Y

）
著
「
少
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お
け
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新
た
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混
同
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ro
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en
a
l d
es m

in
eu
rs:

n
o
u
v
elles co

n
fu
sio
n
s d
a
n
s les

 
sa
n
ctio

n
s

１
）

ed
u
ca
tiv
es

）」
を
訳
出
し
、
こ
れ
を
要
約
し
て
紹
介
す

る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
著
者
で
あ
る
ロ
ラ
ン
ス
・
ル
チ
ュ
ル
ミ
氏
は
、
現
在
、

ポ
ワ
テ
ィ
エ
大
学
法
学
部
教
授
で
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
少
年

法
等
を
担
当
し
て
い
る２

）。

ル
チ
ュ
ル
ミ
氏
は
、
少
年
に
対
す
る
「
教
育
的
制
裁
」
に
関
し
て

精
緻
な
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
紹
介
す
る
も
の
の
他
、

一
九

四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た

指
導
原
理
の
崩
懐３

）」
と
題
す
る
論
稿４

）も
発
表
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
再
犯
防
止
策
の
一
環
と
し
て
二
〇
〇
二
年

に
導
入
さ
れ
た５

）「
教
育
的
制
裁
（sa

n
ctio

n
s ed

u
ca
tiv
es

）」
は
、

没
収
、
犯
行
場
所
等
へ
の
立
入
禁
止
、
被
害
者
と
の
接
触
禁
止
、
共

犯
者
等
と
の
接
触
禁
止
、
援
助
・
賠
償
措
置
、
及
び
、
市
民
訓
育
研

修
へ
の
参
加
等
を
内
容
と
し
て
い
る
が
、
二
〇
〇
七
年
の
改
正
で
、

心
理
的
、
教
育
的
及
び
社
会
的
活
動
の
実
行
を
可
能
に
す
る
、
資
格

あ
る
公
的
ま
た
は
民
間
の
教
育
施
設
へ
の
収
容
、
学
業
の
実
践
、
厳

粛
な
警
告
、
寄
宿
舎
を
備
え
た
学
校
施
設
へ
の
収
容
の
四
種
が
加

わ
っ
た６

）。

教
育
的
制
裁
」
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
「
教
育
的
措

置
」
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
一
〇
歳
以
上
一
三
歳
未
満
の
少

年
に
も
課
さ
れ
う
る
点
や
、

教
育
的
措
置
（m

esu
res

 
ed
u
ca
-

tiv
es

）」
と
「
刑
事
制
裁
（sa

n
ctio

n
s p

en
a
les

）」
の
中
間
と
さ

れ
る
そ
の
法
的
位
置
づ
け
等
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る７

）。

こ
こ
で
、
紹
介
す
る
論
文
「
少
年
刑
法：

教
育
的
制
裁
に
お
け
る

新
た
な
混
同
」
は
、
二
〇
〇
七
年
の
改
正
で
、
従
来
の
「
教
育
的
制

裁
」
に
新
た
に
四
種
の
措
置
が
加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
混
乱
に
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つ
い
て
、
批
判
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
教
育
的
制
裁
」
に
つ
い
て
、
そ
の
法
的
性

質
を
精
査
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
少
年
に
対
す
る
「
保
護
処
分
」

の
法
的
性
質
、
と
り
わ
け
、

保
護
処
分
」
と
「
刑
罰
」
の
異
同
、

保
安
処
分
論
に
お
け
る
「
保
護
処
分
」
の
位
置
づ
け
等
を
検
討
す
る

上
で
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
本
論
文
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
。

少
年
刑
法：

教
育
的
制
裁
に
お
け
る
新
た
な
混

同
さ
ま
ざ
ま
な
法
規
が
あ
る
中
で
、
犯
罪
予
防
に
関
す
る
二
〇
〇
七

年
三
月
五
日
の
法
律
第
二
〇
〇
七

二
九
七
号
は
、
と
り
わ
け
、
教

育
的
措
置
と
教
育
的
制
裁
の
リ
ス
ト
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
を
修

正
す
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
境
界
が
問
わ
れ
、
ま
さ
に
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
少
年
刑
法
の
書
き
直
し
を
推
進
す
る
新
た
な
契
機

が
与
え
ら
れ
る
。

１
｜
皆
の
記
憶
に
あ
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律
、

い
わ
ゆ
るP

erb
en
Ⅰ

法
は
、
刑
法
典
第
一
二
二

八
条
及
び
一
九

四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
を
修
正
し
て
、
青
少
年

犯
罪
に
対
す
る
第
三
の
反
作
用
で
あ
る
、
教
育
的
制
裁
を
導
入
し
た
。

以
来
、
刑
法
典
第
一
二
二

八
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
と
な
る
。

「
①
弁
識
能
力
を
有
す
る
少
年
は
、
当
該
少
年
が
対
象
と
な
り
う
る

保
護
、
援
護
、
監
視
及
び
教
育
的
措
置
を
規
定
す
る
特
別
法
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
自
己
が
有
責
と
さ
れ
る
重
罪
、
軽

罪
ま
た
は
違
警
罪
に
つ
き
刑
法
上
責
任
を
負
う
。
②
こ
の
法
律
は
、

同
様
に
、
一
〇
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
う

る
教
育
的
制
裁
、
及
び
、
一
三
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
が
、
そ

の
年
齢
故
に
恩
恵
を
受
け
る
責
任
の
軽
減
（a

tten
u
a
tio
n
 
d
e
 
re-

sp
o
n
sa
b
ilite

）
を
顧
慮
し
た
上
で
、
宣
告
さ
れ
う
る
刑
罰
を
規
定

す
る
」。

こ
れ
に
呼
応
し
て
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
第
二
条
は
、

爾
後
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
①
少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
事
案
に
よ
っ
て
、
適
切

と
思
わ
れ
る
保
護
、
援
護
、
監
視
及
び
教
育
的
措
置
を
宣
告
す
る
。

②
但
し
、
情
状
及
び
少
年
の
人
格
に
鑑
み
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に

は
、
上
記
裁
判
所
は
、
第
一
五

一
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
一
〇
歳

以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
、
教
育
的
制
裁
を
宣
告
し
、
ま

た
は
、
第
二
〇

二
条
乃
至
第
二
〇

九
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
一
三

歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
て
、
刑
事
責
任
の
軽
減
を
顧
慮
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し
つ
つ
、
刑
罰
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

２
｜
続
い
て
、
学
説
は
、
教
育
的
制
裁
の
性
質
を
問
題
に
す
る
。
そ

れ

は
、

制

裁
（sa

n
c
tio

n

）
」
と

い

う

言

葉

と
「
教

育

的

（ed
u
ca
tif

）」
と
い
う
言
葉
の
結
合
、
さ
ら
に
は
、
第
一
五

一
条

で
定
義
さ
れ
る
教
育
的
制
裁
と
い
う
新
た
な
反
作
用
の
リ
ス
ト
（
没

収
、
犯
行
場
所
等
へ
の
立
入
禁
止
、
被
害
者
と
の
接
触
禁
止
、
共
犯

者
等
と
の
接
触
禁
止
、
援
助
・
賠
償
措
置
、
及
び
、
市
民
訓
育
研
修

へ
の
参
加
）
に
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
媒
介
と
し
て
、
立
法
者
が
、
刑
罰
と
比
肩
し
う
る
が
教
育

的
と
い
う
洗
礼
を
受
け
る
、
来
る
べ
き
制
裁
の
た
め
に
集
積
所

（recep
ta
cle

）
を
創
設
し
た
か
否
か
」

J.C
a
sta
ig
n
ed
e

）
と
い

う
問
題
が
不
可
避
的
に
提
起
さ
れ
る
が
、
実
際
、
教
育
的
措
置
の
前

四
者
（
没
収
、
犯
行
場
所
等
へ
の
立
入
禁
止
、
被
害
者
と
の
接
触
禁

止
、
共
犯
者
等
と
の
接
触
禁
止
）
が
有
す
る
刑
罰
と
の
類
似
性
、
刑

の
執
行
態
様
と
の
類
似
性
は
、
一
見
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
曖
昧

な
の
は
、
教
育
的
制
裁
と
刑
事
制
裁
の
境
界
だ
け
で
な
く
、
教
育
的

制
裁
と
教
育
的
措
置
の
限
界
に
関
し
て
も
存
す
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
新
種
の
制
裁
を
維
持
す
る
た
め
に
、
立
法
者
は
、
一
九
九
三
年

以
来
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
、
援
助
・
賠

償
措
置
を
教
育
的
制
裁
の
資
格
で
規
定
し
た
が
、
援
助
・
賠
償
措
置

を
規
定
す
る
第
一
二

一
条
が
沈
黙
す
る
中
、
誰
も
が
一
致
し
て
、

同
措
置
は
教
育
的
措
置
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、

黙
示
的
に
、
教
育
的
制
裁
と
教
育
的
措
置
は
、
混
同
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

３
｜
と
こ
ろ
で
、
犯
罪
予
防
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法

律
に
よ
っ
て
、
黙
示
は
明
示
と
な
り
、
平
明
さ
の
欠
如
は
、
完
全
な

混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
法
律
の
も
つ
二
つ
の
新
奇
性
が
そ
の
こ

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

一
方
で
、
教
育
的
制
裁
の
リ
ス
ト
は
、
内
容
豊
か
で
あ
る
。
当
初

の
六
種
に
、
次
の
四
種
が
加
わ
る
。

｜
最
長
三
ヶ
月
間
（
一
回
更
新
可
）、
一
〇
歳
以
上
一
三
歳
未
満

の
少
年
に
つ
い
て
は
一
ヶ
月
を
超
え
な
い
期
間
、
常
居
所
地
以
外
に

所
在
し
、
行
わ
れ
た
行
為
に
関
わ
る
心
理
的
、
教
育
的
及
び
社
会
的

活
動
の
実
行
を
可
能
に
す
る
、
資
格
の
あ
る
公
的
ま
た
は
民
間
の
教

育
機
関
ま
た
は
施
設
へ
の
収
容
（p

la
cem

en
t d
a
n
s u

n
e in

stitu
-

tio
n
 
o
u
 
u
n
 
eta

b
lissem

en
t p

u
b
lic
 
o
u
 
p
riv
e
d
’ed
u
ca
tio
n

 
h
a
b
ilite

p
erm

etta
n
t
 
la
 
m
ise
 
en
 
œ
u
v
re
 
d
’u
n
 
tra
v
a
il

 
p
sy
ch
o
lo
g
iq
u
e,
ed
u
ca
tif et so

cia
l

）、

｜
学
業
の
実
践
（ex

ecu
tio
n d

e tra
v
a
u
x sco

la
ires

）、

｜
厳
粛
な
警
告
（a

v
ertissem

en
t so

len
n
el

）、
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｜
教
育
年
度
に
対
応
し
た
期
間
、
週
末
及
び
学
校
休
暇
時
、
家
族

の
元
に
帰
る
少
年
の
権
限
を
伴
う
、
寄
宿
舎
を
備
え
た
学
校
施
設
へ

の
収
容
（p

la
cem

en
t d
a
n
s u

n eta
b
lissem

en
t sco

la
ire d

o
te

d
’u
n in

tern
a
t

）。

そ
れ
と
同
時
に
、
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
う
る
教
育
的

措
置
の
パ
ネ
ル
（
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
六

条
）
が
、
拡
充
さ
れ
る
。
既
に
存
在
す
る
措
置
に
、
厳
粛
な
警
告

（a
v
ertissem

en
t so

len
n
el

）
と
日
中
活
動
（a

ctiv
ite

d
e jo

u
r

）

措
置
が
付
け
加
わ
る
。

４
｜
厳
粛
な
警
告
が
同
時
に
教
育
的
措
置
及
び
教
育
的
制
裁
と
し
て

規
定
さ
れ
る
の
に
気
付
く
と
、
何
人
も
驚
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

し
か
も
、
教
育
的
措
置
と
し
て
の
警
告
が
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
対

し
て
し
か
課
さ
れ
え
な
い
の
に
対
し
、
教
育
的
制
裁
と
し
て
の
警
告

は
一
〇
歳
以
上
の
全
て
の
少
年
に
対
し
て
課
さ
れ
う
る
こ
と
を
こ
の

新
た
な
立
法
規
定
の
解
釈
者
が
発
見
し
た
と
き
、
驚
き
は
疑
惑
に
変

わ
る
。
逆
説
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

種
の
混
同
を
超
え
て
、
青
少
年
犯
罪
に
対
す
る
反
作
用
の
構
成
が
ま

さ
に
動
揺
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
第
一
二
二

八
条
及
び
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
の
起
草
そ
れ
自
体
が
、
教
育
的
措
置
と
刑
罰
の

間
に
教
育
的
制
裁
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
、
刑
罰
に
よ

ら
ず
し
て
一
〇
歳
以
上
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
よ
り
厳
し
く
対
応
す

る
こ
と
を
裁
判
官
に
許
容
す
る
、
反
作
用
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
示

唆
す
る
。
二
〇
〇
二
年
一
一
月
七
日
の
適
用
に
関
す
る
通
達

（C
irc.

crim
.,
2002

15
E
8,
7 n

o
v
.
2002

）
の
起
草
者
は
、
そ
の

上
、
こ
の
観
点
で
次
の
よ
う
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、

教
育
的
制
裁
は
、
教
育
的
措
置
で
は
不
十
分
に
思
わ
れ
る
が
、
か

と
い
っ
て
刑
罰
の
宣
告
で
は
制
裁
と
し
て
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
る
よ

う
な
場
合
に
、
少
年
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
及
び
そ
の
人
格
に
よ

り
適
応
し
た
反
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
り
わ
け
、

こ
れ
ま
で
教
育
的
措
置
の
対
象
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
一
〇
歳
以
上

一
三
歳
未
満
の
少
年
が
問
題
と
な
る
際
、
こ
れ
ら
の
制
裁
は
、
特
に
、

彼
ら
が
既
に
訴
追
さ
れ
、
既
に
譴
責
、
親
へ
の
引
き
渡
し
ま
た
は
そ

の
他
の
教
育
的
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
で
、
よ
り
強
い
司
法
的

反
作
用
を
も
た
ら
す
必
要
が
あ
る
場
合
、
彼
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

行
為
に
対
し
て
よ
り
効
果
的
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
同
じ

規
定
が
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
双
方
に
属
し
、
そ
の
性
質
上
、

よ
り
重
く
な
い
と
見
な
さ
れ
る
教
育
的
措
置
と
し
て
の
厳
粛
な
警
告

が
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
今
日
、
こ
れ
ら
の
繊
細

で
微
妙
な
区
別
と
は
何
な
の
か
。
少
年
裁
判
所
は
一
四
歳
の
少
年
に

対
し
て
こ
の
教
育
的
措
置
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
｜
教
育

的
制
裁
と
い
う
別
の
ラ
ベ
ル
を
選
択
す
る
の
で
な
け
れ
ば
｜
彼
の
よ
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り
若
い
兄
弟
に
対
し
て
同
措
置
を
宣
告
す
る
こ
と
は
法
律
に
よ
っ
て

禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
少
年
裁
判
所
は
、
ど
う
や
っ
て
少

年
及
び
そ
の
家
族
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

５
｜
一
九
四
五
年
以
来
、
犯
罪
少
年
に
関
す
る
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、

二
〇
回
以
上
、
修
正
さ
れ
た
。
そ
の
修
正
は
交
互
に
積
み
上
げ
ら
れ
、

相
対
立
す
る
特
定
の
条
項
の
不
整
合
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
総

じ
て
法
文
を
完
全
に
判
読
不
能
に
す
る
。
少
年
重
罪
法
院
に
関
す
る

諸
規
定
は
「
少
年
裁
判
所
」
と
題
さ
れ
る
第
三
章
に
挿
入
さ
れ
、
警

察
留
置
（g

a
rd
e a

v
u
e

）
に
関
す
る
諸
規
定
は
第
一
章
の
「
総
則
」

に
設
け
ら
れ
る
一
方
で
、
司
法
統
制
処
分
（co
n
tro
le ju

d
icia

ire

）

及
び
勾
留
（d

eten
tio
n
 
p
ro
v
iso
ire

）
の
規
定
は
第
二
章
の
「
手

続
」
に
置
か
れ
、
少
年
に
適
用
可
能
な
迅
速
手
続
に
関
す
る
規
定
は

両
側
に
「
点
在
（p

a
rsem

ees

）」
し
、
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー

（cen
tres ed

u
ca
tifs ferm

es

）
に
関
す
る
規
定
は
、
少
年
を
収
容

す
る
施
設
の
議
員
に
よ
る
視
察
、
少
年
を
収
容
す
る
際
に
家
族
の
負

担
す
る
養
育
費
の
割
合
、
ま
た
は
、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
場
所
的
適
用

範
囲
に
関
す
る
規
定
と
隣
り
合
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

非
常
に
折
よ
く
「
雑
則
」
に
、
い
う
な
れ
ば
、
が
ら
く
た
箱

（fo
u
rreto

u
t

）
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

６
｜
二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
は
、
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
、

少
年
に
適
用
可
能
な
制
裁
体
系
を
広
く
見
直
す
必
要
性
が
あ
る
こ
と

を
確
証
す
る
新
た
な
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
少
年
刑
法
全
体
の
書

き
直
し
を
推
進
す
る
契
機
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
性
急
に
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
も
た
ら
さ
れ
る
加
筆
・
修

正
で
は
も
は
や
対
処
し
き
れ
な
い
。
手
続
的
に
も
実
体
的
に
も
犯
罪

少
年
に
適
用
さ
れ
る
規
定
全
体
の
再
検
討
を
可
能
に
す
る
新
法
｜
あ

る
者
は
お
そ
ら
く
法
典
を
思
い
描
く
で
あ
ろ
う
｜
と
い
う
手
段
を
手

が
か
り
に
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
そ
の
任
務
は
、
確
か
に
容
易
で
は

な
い
が
、
不
可
欠
で
あ
る
。

１
）

L
E
T
U
R
M
Y
,
L
a
u
ren

ce,
D
ro
it
 
p
en
a
l d

es
 
m
in
eu
rs:

n
o
u
v
elles co

n
fu
sio
n
s d
a
n
s les sa

n
ctio

n
s ed

u
ca
tiv
es,D

ro
it

 
p
en
a
l,
ju
illet-a

o
u
t 2007,

p
p
.5
6.

２
）

本
論
稿
の
紹
介
に
つ
き
ご
快
諾
頂
い
た
ル
チ
ュ
ル
ミ
教
授
に
は
、

こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

３
）

L
E
T
U
R
M
Y
,
L
a
u
ren

ce,
L
’effritem

en
t d

es p
rin
cip
es

 
d
irecteu

rs en
o
n
ces p

a
r l’a

rticle 2 d
e l’o

rd
o
n
n
a
n
ce d

u 2
 

fev
rier 1945,

A
rch

iv
es d

e
 
p
o
litiq

u
e
 
crim

in
elle,

v
o
l.30,

2008,
p
p
.63

77.

４
）

井
上
宜
裕
「
ロ
ラ
ン
ス
・
ル
チ
ュ
ル
ミ
著
『
一
九
四
五
年
二
月

二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
条
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
指
導
原
理
の

崩
壊
』

外
国
文
献
紹
介
）」
法
政
研
究
八
〇
巻
二
・
三
合
併
号
（
二
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〇
一
三
年
）
三
八
五
頁
以
下
参
照
。

５
）

司
法
の
た
め
の
指
針
及
び
計
画
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
九

日
の
法
律
（L

o
i n

2002
1138 d

u 9 sep
tem

b
re 2002 d

’o
rien

-

ta
tio
n et d

e p
ro
g
ra
m
m
a
tio
n d

e la ju
stice

）。

６
）

犯
罪
予
防
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
（L

o
i
 
n

2007
197 d

u 5 m
a
rs 2007 rela

tiv
e a

la p
rev

en
tio
n d

e la
 

d
elin

q
u
a
n
ce

）。

７
）

ま
た
、
二
〇
一
一
年
に
は
、
新
た
な
「
教
育
的
制
裁
」
と
し
て
、

夜
間
外
出
禁
止
命
令
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（L

o
i n

2011
267 d

u
 

14 m
a
rs 2011 d

’o
rien

ta
tio
n et d

e p
ro
g
ra
m
m
a
tio
n p

o
u
r la

 
p
erfo

rm
a
n
ce d

e la secu
rite

in
terieu

re

）。
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